
長 高 支 号 外 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日 

 

 

平 成 ２ ９ 

居宅介護支援事業所 

介護保険施設 

地域包括支援センター 代表者 各位 

 

 

長崎市高齢者すこやか支援課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書等の 

様式変更及び外部提供可否決定通知日の変更について（お知らせ） 

 

 

時下、貴台におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

標記の件について、「①要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書」及び「②介護保険 要介護

認定等結果提示依頼書」の様式が４月１日以降変更となりますので、お知らせします。 

新様式は４月１日以降、市ホームページに公開します。必要に応じてダウンロードの上、印刷してご

使用ください。 

また、「①要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書」に係る可否決定通知日（資料の提供スケ

ジュール）を、４月以降次のとおり見直します。 

 ご理解、ご協力いただきますようお願いします。 

 

 

１ 様式の名称及び変更点 

 （１）「要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書兼本人同意書」 

     ①様式の名称変更 

      …「要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書」に変更 

②本人同意欄の削除 

    ※外部提供可否決定通知書の長崎市長印も、４月以降は押印しません。 

（２）「介護保険 要介護認定等結果提示依頼書」 

     ①本人同意欄の削除 

 

２ 「①要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書」に係る可否決定通知日（資料の提供スケジ

ュール）の変更点 

   これまで１週間受理した分を翌週の水曜日（１３時以降）に通知しておりましたが、市役所本庁

窓口以外（東・南・北総合事務所）で、金曜日に受理した申請の可否決定は、翌々週の水曜日（１

３時以降）に通知。 

本庁窓口で金曜日に受理した分は、従前どおり翌週の水曜日（１３時以降）に通知します。 

お急ぎの方は、お手数ですが本庁窓口へご提出願います。 

 提供スケジュールの詳細は、別紙「認定調査票及び主治医意見書の提供スケジュール」をご参照

ください。 

 



３ 市ホームページ掲載場所 

  ○長崎市ホームページ 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5652.html       

（トップページ＞組織でさがす＞福祉部＞高齢者すこやか支援課 

＞相談対応マニュアルと申請書・様式等のダウンロード） 

※新様式は４月１日に公開します 

 

４ 留意事項 

  （１）４月以降に従前の様式で提出された場合も当面の間受け付けますが、原則新様式でご提出ください。 

  （２）裏面に遵守事項が記載された（両面印刷された）ものをご提出ください。 

     裏面が白紙の場合、再提出が必要です。  

（３）誤字脱字及び重複申請にご注意ください。 

   例．姓名の漢字間違い、認定区分や有効期間が最新の情報ではない、 

２週続けて同一人物の申請を行っている 等 

  （４）「要介護認定等に関する個人情報の外部提供申請書」の提出時、対象の被保険者が次の要件を満

たしているかご確認ください。 

要件を満たさない場合、受理できません。 

    ＜要件＞ 

・認定結果が出た後か 

     ・居宅届は提出済みか 

      未提出の場合、被保険者本人から合意を得ていることを証明するサービス利用契約書その他 

      これに類する書面を添付しているか 

 

 

 

 

 

長崎市高齢者すこやか支援課 

認定審査係 

TEL：095-829-1555（直通） 
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別紙

（４月の2週目に申請された場合の例）

日 月 火 水 木　 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 18

可否決定
窓渡し

19 20 21 22 23 24 25

※ 受取最終日

26 27 28 29 30

○　申請は、「居宅の届けが出た後のもの」・「認定結果が出た後のもの」のみ受理します。
○　裏面に遵守事項が記載された（両面印刷した）ものをご提出ください。
○　月～木曜日に受理した分は、翌週の水曜日の13時以降に通知（提供）します。
○　金曜日に受理した分は、受付場所によって通知（提供）日が異なります。
  　　　本庁窓口で受理　　　　 　　　　：　翌週の水曜日の13時以降
 　　　 東・南・北総合事務所で受理　：　翌々週の水曜日の13時以降
  　　　　　　　※　翌週の水曜日に通知（提供）を希望される場合は、お手数ですが本庁窓口へご提出ください。
○　窓口で提供を受ける際は複写手数料を現金にて納入してください。
　　　　→　納入がない場合は、資料の提供は行いません。
○　郵送希望の場合は住所を記入した返信用封筒に切手を貼付けの上、申請書と一緒にご提出してください。
　　　　→　郵送料が不足する場合は、郵便受取の際にお支払いだたくようお願いします。（下記料金表参照）
○　窓口提供の資料は、翌週の金曜日までを提供期間とし、それまでに受取がなかった場合は必要がない
　と判断させていただく場合があります。

＜料金表＞
金額
110円

金額
140円
180円
270円
320円
510円

概ね資料は1人分7～9枚程度（調査票＋意見書の提供の場合）

150g～250g 32枚～40枚程度
250g～500g 41枚～120枚程度

0g～50g 1枚～7枚程度
50g～100g 8枚～19枚程度
100g～150g 20枚～31枚程度

定形外 目安

認定調査票及び主治医意見書の提供スケジュール

4月

定形 目安
0g～50g 5枚～10枚程度

申請受付（本庁窓口、月～金）

交付期間

申請受付（東・南・北総合事務所、月～木） ※

※東・南・北総合事務所で、

「金曜日」に受理した分

→翌々週の水曜日（22日）
13時以降に通知（提供）します

○本庁窓口で、

「月～金曜日」に受理した分

→翌週の水曜日（15日）

○東・南・北総合事務所で、

「月～木曜日」に受理した分

→翌週の水曜日（15日）

交付期間


